
福山市沼隈サンパル施設使用料 ２０１９年 10 月１日使用分から 

(単位:円) 

時間区分 

使用区分 

午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 

9:00～12:00 13:00～17:00 18:00～22:00 9:00～17:00 13:00～22:00 9:00～22:00 

ホール 平日 28,510 32,750 34,850 51,260 57,590 75,000 

土・日・休 29,560 33,800 35,900 53,360 59,690 78,150 

練習室 

(旧トレーニング室) 1,150 1,560 2,080 2,710 3,640 4,790 

文化教養室 1 

(旧文化教養室) 930 1,250 1,350 2,180 2,600 3,530 

文化教養室 2 

(旧調理実習室) 1,150 1,250 1,350 2,400 2,600 3,750 

研修室 
830 1,150 1,250 1,980 2,400 3,230 

教室 1 

(旧大教室) 830 1,150 1,250 1,980 2,400 3,230 

教室 2 

(旧教室) 730 930 1,150 1,660 2,080 2,810 

教室 3 

(旧視聴覚教室) 930 1,250 1,350 2,180 2,600 3,530 

会議室 
730 930 1,150 1,660 2,080 2,810 

多目的室 

(旧実習室) 2,080 2,820 3,230 4,900 6,050 8,130 

 

 

備  考 

●ホール以外（多目的室を除く）で空調やコンセントを使用された場合，1 回

（午前・午後・夜間）あたり，冷房は施設使用料の３割相当額・暖房は施設使

用料の２割相当額 コンセント 1kw あたり 100 円の使用料がかかります。 

●使用料が 2,000 円を超える入場料、その他これに類する料金を徴収する時、

又は営利もしくは営業の目的で使用する時は、この表に定める額の 150％に相

当する額を使用料の額とします。 

●使用予定時間を超過し、又は繰り上げて使用した時は、超過又は繰り上げて

使用した時間につき、この表に定める額の 1 時間当たりの額の 130％に相当す

る額に乗じて得た額を使用料とします。 

●ホール使用の場合、ホール担当業者の追加人件費（２名以上の場合）及び 付

属設備使用料（照明・音響等）が別途必要です。※付属設備使用料は、午前、

午後又は夜間の区分をもって、それぞれ１回の使用料がかかります。 

●ホールを準備または練習の為に使用する時は、この表に定める額の 50％に相

当する額を使用料の額とします。 

 


